
調査計画 

１ 調査の名称（■特定一般統計調査 □その他の一般統計調査） 

介護事業実態調査（介護従事者処遇状況等調査） 

２ 調査の目的 

本調査は、介護従事者の処遇の状況及び介護職員処遇改善加算の影響等の評価を行うとともに、介護

報酬改定のための基礎資料を得ることを目的とする。 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲（■全国 □その他） 

（２）属性的範囲（□個人 □世帯 ■事業所 □企業・法人・団体 □地方公共団体 □その他） 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、訪問介護事業所、通所介護（地域密着型通

所介護を含む）事業所、通所リハビリテーション事業所、特定施設入居者生活介護事業所、小規模

多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、居宅介護支援事業所 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 

施設・事業所区分 報告者数概算 母集団の大きさ 対象介護従事者数概算 

①介護老人福祉施設 約2,070施設 約7,990施設 約96,000人 

②介護老人保健施設 約1,090施設 約4,020施設 約59,000人 

③介護医療院 約700施設 約700施設 約34,000人 

④訪問介護事業所 約1,460事業所 約28,880事業所 約15,000人 

⑤通所介護（地域密着型

通所介護を含む）事業所 

約1,850事業所 約36,700事業所 約18,000人 

⑥通所リハビリテーショ

ン事業所 

約1,420事業所 約7,000事業所 約17,000人 

⑦特定施設入居者生活介

護事業所 

約1,100事業所 約5,350事業所 約28,000人 

⑧小規模多機能型居宅介

護事業所 

約1,290事業所 約5,020事業所 約16,000人 

⑨認知症対応型共同生活 約1,330事業所 約12,910事業所 約18,000人 



介護事業所 

⑩居宅介護支援事業所 約1,640事業所 約32,550事業所 約5,000人 

（２）報告者の選定方法（□全数 ■無作為抽出(■全数階層あり) □有意抽出）

介護保険総合データベース（注）の情報を母集団名簿とし、調査対象サービス施設・事業所区分ご

とに定められた抽出率を用いて系統抽出により調査対象者を選定する（詳細は別添１「抽出率」を

参照）。 

 （注）地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成29年法律第52号）第118条の

２の規定（平成25年度から平成29年度までは介護保険法第197条第１項の規定）に基づき、平成25年４月以降、

市町村等から介護給付費明細書（介護レセプト）、要介護認定情報等の電子化情報を収集し、厚生労働省が管

理するサーバー内に格納している。 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（詳細は別添２「調査事項一覧」を参照） 

ア. 施設・事業所票

介護従事者の給与等の引上げの状況、介護職員処遇改善加算の届出状況、介護職員等特定処遇

改善加算の届出状況、介護職員等ベースアップ等支援加算の届出状況、介護職員処遇改善支援補

助金の届出状況、介護職員等処遇改善加算の届出等の状況、給与等の引き上げ以外の処遇改善状

況

イ. 従事者票

介護従事者の給与等の状況（基本給の額、手当の額、一時金の額等）

〔集計しない事項の有無〕 □無 ■有 

・職員数の状況（問６）は、職種毎の平均給与額の推定に係る復元倍率の算出にのみ用いるも

のであり、集計は行わない。

・法人番号は、事業所母集団データベースに登録し、同データベースを充実させるために用い

るものであり、集計は行わない。

（２）基準となる期日又は期間 

令和６年９月末時点 

ただし、施設・事業所票、従事者票のうち以下の調査事項については、それぞれ対応する期間

を対象とする。 

調査事項 基準となる期間 

・給与等の状況 令和６年２月１日～令和６年９月30日 



・介護職員処遇改善加算の届出状況

・介護職員等特定処遇改善加算の届出状況

・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出状況

令和５年９月 

・介護職員等処遇改善加算の届出状況

・給与等の引き上げ以外の処遇改善状況

令和６年６月１日～令和６年９月30日 

・利用者の状況

・職員の状況

・従事者票のうち「一時金」以外

令和５年９月30日時点及び令和６年９月30日時

点（一部項目は、令和５年９月１か月間及び令

和６年９月１か月間の実績） 

従事者票のうち「一時金」 令和６年４月１日～令和６年９月30日 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統 

ア. 一括送付法人※に属する調査対象施設・事業所（以下「報告事業所」という。）

 （配布）厚生労働省－民間事業者－報告者の属する法人本部－報告者 

（回収）報告者－民間事業者－厚生労働省 

イ. 一括送付法人に属する報告事業所以外の報告事業所

厚生労働省－民間事業者－報告者

※ 一括送付法人･･･報告事業所が属する法人が報告事業所それぞれの調査票の送付を一括して受け

ることを希望する場合、事前に後記（２）イを届け出ることで、報告事業所のリスト（以下「対

象事業所リスト」という。）の伝達及び調査票の当該一括送付を受けることとなる法人をいう。

（２）調査方法 

■郵送調査 ■オンライン調査（□政府統計共同利用システム ■独自のシステム □電子メール）

□調査員調査 □その他（ ） 

〔調査方法の概要〕 

（一括送付法人に属する報告事業所） 

ア. 一括送付法人に係る仕組み及び後記イの届出手続きの周知を図るため、令和６年８月中を目

途に、厚生労働省ＨＰに募集案内を行う。 

イ. 法人本部は、当該法人に属する事業所のうち、報告事業所の調査票の送付を受けることにつ

いて、厚生労働省に届出する。 

ウ. 厚生労働省は、前記イで届出があった法人本部に対し、厚生労働省から対象事業所リストの伝

達をするとともに厚生労働省の委託を受けた民間事業者から、報告者の属する法人本部へ調査関

係書類を郵送する。 



エ. 報告者の属する法人本部は、報告事業所に対して調査票を送付する。

オ. 報告者は、送付された調査票に記入の上、郵送により民間事業者に返送する方法、又は、民間

事業者が作成した報告者専用ＷＥＢページから電子調査票をダウンロードし、入力した後、報告

者専用ＷＥＢページにアップロードする方法のいずれかにより報告を行う。 

なお、報告者専用ＷＥＢページの利用に際しては、報告者専用のＩＤ及びパスワード（郵送す

る調査票にプレプリントする。）を設定するとともに、暗号化した状態でのデータ送信を行うこ

とにより、報告者以外の者の利用を排除している。 

カ. 民間事業者は、調査票の印刷、発送、郵送又はオンラインによる調査票の回収（督促や疑義

照会を含む。）、集計・分析業務を行う。 

（一括送付法人に属する報告事業所以外の報告事業所） 

ア. 厚生労働省の委託を受けた民間事業者が、郵送により報告者に対して調査票を送付する。

イ. 報告者は、送付された調査票に記入の上、郵送により民間事業者に返送する方法、又は、民間

事業者が作成した報告者専用ＷＥＢページから電子調査票をダウンロードし、入力した後、報告

者専用ＷＥＢページにアップロードする方法のいずれかにより報告を行う。 

なお、報告者専用ＷＥＢページの利用に際しては、報告者専用のＩＤ及びパスワード（郵送す

る調査票にプレプリントする。）を設定するとともに、暗号化した状態でのデータ送信を行うこ

とにより、報告者以外の者の利用を排除している。 

ウ. 民間事業者は、調査票の印刷、発送、郵送又はオンラインによる調査票の回収（督促や疑義照

会を含む。）、集計・分析業務を行う。 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

□１回限り □毎月 □四半期 □１年 □２年 ■３年 □５年 □不定期 ■その他（介護報酬

改定の状況を踏まえ、３年周期の中間年において、介護報酬の改定が行われ、その影響等の評価のため

のデータが必要な場合には、臨時の調査を実施する。）

（３年周期による直近の実施年度：令和３年度、直近での臨時調査実施年度：令和４年度） 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限  

令和６年10月１日～令和６年10月31日（電子調査票は令和６年11月７日） 

８ 集計事項 

 別添３「介護事業実態調査（介護従事者処遇状況等調査） 結果表一覧」を参照 



９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（１）公表・非公表の別（■全部公表 □一部非公表 □全部非公表） 

（２）公表の方法（■e-Stat  □インターネット（e-Stat以外） □印刷物 □閲覧）

（３）公表の期日 

令和７年３月 

10 使用する統計基準等 

□使用する→□日本標準産業分類 □日本標準職業分類 □その他

（              ）

■使用しない

本調査は、事業所母集団データベースではなく、介護保険総合データベースの情報を母集団名簿と

して用いていることから、調査範囲の画定や報告者の選定において、日本標準産業分類の区分は考慮

していない。このような理由から、集計結果の表示においても、統計基準を使用していない。 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

ａ）記入済み調査票 

保存期間  １年 

保存責任者 厚生労働省老健局老人保健課長 

ｂ）調査票の内容を記録した電磁的記録媒体 

保存期間  永年 

保存責任者 厚生労働省老健局老人保健課長 



【施設・事業所票】

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

訪問介護

通所介護
（地域密着型通所介護を含む）

通所リハビリテーション

特定施設入居者生活介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

居宅介護支援

【従事者票】

介護老人福祉施設 1/5 - - 1/2 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2

介護老人保健施設 1/5 - - 1/4 1/1 1/2 1/1 1/1 1/1 1/2

介護医療院 1/2 - - 1/4 - 1/2 1/1 1/1 1/1 1/2

訪問介護 - 1/4 1/1 - - - - - - 1/1

通所介護
（地域密着型通所介護を含む）

1/2 - - 1/1 1/1 1/1 - 1/1 1/1 1/1

通所リハビリテーション 1/2 - - 1/1 - 1/1 - 1/1 1/1 1/1

特定施設入居者生活介護 1/5 - - 1/2 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2

小規模多機能型居宅介護 1/2 - - 1/1 - - 1/1 1/1 1/1 1/1

認知症対応型共同生活介護 1/2 - - 1/1 - - 1/1 - - 1/1

居宅介護支援 - - - - - - 1/2 - - 1/1

（別添１）
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別添２

【調査事項一覧】

調査名　介護従事者処遇状況等調査

（施設・事業所票）

項番号 調査項目名

問1 給与等の状況について

(1) 給与等の状況

(2) 給与等の引き上げの実施方法

(3) 各種手当の引き上げまたは新設を行ったもの

(4) 給与等の引き上げの理由

(5) 賃上げ促進税制の適用有無

(6) 給与等の引き上げの対象者

(7) 給与等の引き上げの要件

(8) 給与等の引き上げを行わなかった理由

問2 介護職員処遇改善加算等の届出状況について

(1)
介護職員処遇改善加算/特定処遇改善加算/介護職員等ベースアップ等支援加算の届出
状況

(2) 介護職員処遇改善支援補助金の届出状況

問3 介護職員等処遇改善加算の届出状況について

(1) 介護職員等処遇改善加算の届出状況

(2) 介護職員等処遇改善加算を配分した職員の範囲

(3) 令和６年度の賃金改善の実施方法

(4) ベースアップ等による賃金の増加率

(5) 加算額の一部の令和７年度への繰り越し有無

(6) 届出を行っている介護職員等処遇改善加算の種類（Ⅰ～Ⅴ）

(7) 届出を行っている介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）の区分

(8) 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ～Ⅳ）の届出を行わない理由

(9) 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）の届出を行わない理由

(10) 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）の届出を行わない理由

(11) キャリアパス要件Ⅳの実施状況

(12) 介護職員等処遇改善加算の届出を行わない理由

(13) 「事務作業が煩雑」とする具体的な事情

問4 給与等の引き上げ以外の処遇改善状況について

問5 利用者の状況について

(1),(2) 定員/実利用者数

延べ在所者数/延べ訪問回数/延べ利用者数

問6 令和６年９月30日時点の職員数（職種別,常勤・非常勤別）

問7 通所リハビリテーションの開設主体



調査名　介護従事者処遇状況等調査
（従事者票）

項番号 調査項目名

(1) 性別

(2) 年齢

(3) 職種

(4) 勤務開始日

(5) 勤務形態

(6) 職位

(7) 資格の取得状況

(8) 実労働日数

(9) 実労働時間

(10) 基本給及び各種手当

(11) 一時金（賞与・その他の臨時支給分）



介護事業実態調査（介護従事者処遇状況等調査）　結果表一覧
表番号

（R6処遇）
表タイトル

1 給与等の状況，サービス種類別

2 給与等の状況，サービス種類別，規模別

3 給与等の状況，サービス種類別，経営主体別

4 給与等の引き上げの実施方法，サービス種類別

5 給与等の引き上げの実施方法，サービス種類別，規模別

6 給与等の引き上げの実施方法，サービス種類別，経営主体別

7 手当の引き上げまたは新設を行った内容，サービス種類別

8 手当の引き上げまたは新設を行った内容，サービス種類別，規模別

9 手当の引き上げまたは新設を行った内容，サービス種類別，経営主体別

10 給与等の引き上げの理由，サービス種類別

11 給与等の引き上げの理由，サービス種類別，規模別

12 給与等の引き上げの理由，サービス種類別，経営主体別

13 令和６年度の賃上げ促進税制の適用有無，サービス種類別

14 令和６年度の賃上げ促進税制の適用有無，サービス種類別，規模別

15 令和６年度の賃上げ促進税制の適用有無，サービス種類別，経営主体別

16 給与等の引き上げの対象者，サービス種類別

17 給与等の引き上げの対象者，サービス種類別，規模別

18 給与等の引き上げの対象者，サービス種類別，経営主体別

19 給与等の引き上げの要件，サービス種類別

20 給与等の引き上げの要件，サービス種類別，規模別

21 給与等の引き上げの要件，サービス種類別，経営主体別

22 給与等の引き上げを行わなかった理由，サービス種類別

23 給与等の引き上げを行わなかった理由，サービス種類別，規模別

24 給与等の引き上げを行わなかった理由，サービス種類別，経営主体別

25 介護職員処遇改善支援補助金の届出状況，サービス種類別

26 介護職員処遇改善支援補助金の届出状況，通所リハビリテーション事業所の開設主体別

27 介護職員処遇改善支援補助金の届出状況，サービス種類別，規模別

28 介護職員処遇改善支援補助金の届出状況，サービス種類別，経営主体別

29 介護職員等処遇改善加算の届出状況（届出の有無・加算の種類別），サービス種類別

30 介護職員等処遇改善加算の届出状況（届出の有無・加算の種類別），サービス種類別，規模別

31 介護職員等処遇改善加算の届出状況（届出の有無・加算の種類別），サービス種類別，経営主体別

32 介護職員等処遇改善加算の届出時における旧加算からの算定区分の移行状況，サービス種類別

33 介護職員等処遇改善加算を配分した職員の範囲，サービス種類別

34 介護職員等処遇改善加算を配分した職員の範囲，サービス種類別，規模別

35 介護職員等処遇改善加算を配分した職員の範囲，サービス種類別，経営主体別

36 介護職員等処遇改善加算による賃金改善の実施方法，サービス種類別

37 介護職員等処遇改善加算による賃金改善の実施方法，サービス種類別，規模別

38 介護職員等処遇改善加算による賃金改善の実施方法，サービス種類別，経営主体別

39 ベースアップ等による賃金の増加率，サービス種類別

40 ベースアップ等による賃金の増加率，サービス種類別，規模別

41 ベースアップ等による賃金の増加率，サービス種類別，経営主体別

42 加算額の一部の令和７年度への繰り越し状況，サービス種類別

43 加算額の一部の令和７年度への繰り越し状況，サービス種類別，規模別

44 加算額の一部の令和７年度への繰り越し状況，サービス種類別，経営主体別

45 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅳ）の届出を行っていない理由，サービス種類別

46 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅳ）の届出を行っていない理由，サービス種類別，規模別

47 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅳ）の届出を行っていない理由，サービス種類別，経営主体別

48 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）の届出を行っていない理由，サービス種類別

49 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）の届出を行っていない理由，サービス種類別，規模別

50 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）の届出を行っていない理由，サービス種類別，経営主体別

51 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）の届出を行っていない理由，サービス種類別

52 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）の届出を行っていない理由，サービス種類別，規模別

53 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）の届出を行っていない理由，サービス種類別，経営主体別

54 経験・技能のある介護職員のうち1人以上は行うこととされている賃金改善の内容，サービス種類別

55 経験・技能のある介護職員のうち1人以上は行うこととされている賃金改善の内容，サービス種類別，規模別

56 経験・技能のある介護職員のうち1人以上は行うこととされている賃金改善の内容，サービス種類別，経営主体別

57 経験・技能のある介護職員のうち1人以上は行うこととされている賃金改善を実施しない理由，サービス種類別

58 経験・技能のある介護職員のうち1人以上は行うこととされている賃金改善を実施しない理由，サービス種類別，規模別

59 経験・技能のある介護職員のうち1人以上は行うこととされている賃金改善を実施しない理由，サービス種類別，経営主体別

60 介護職員等処遇改善加算の届出を行わない理由，サービス種類別

61 介護職員等処遇改善加算の届出を行わない理由，サービス種類別，規模別

62 介護職員等処遇改善加算の届出を行わない理由，サービス種類別，経営主体別

63 事務作業が煩雑とする具体的な事情，サービス種類別

64 事務作業が煩雑とする具体的な事情，サービス種類別，規模別

65 事務作業が煩雑とする具体的な事情，サービス種類別，経営主体別

66 給与等の引き上げ以外の処遇改善状況

67 給与等の引き上げ以外の処遇改善状況，サービス種類別

68 給与等の引き上げ以外の処遇改善状況，サービス種類別，規模別

69 給与等の引き上げ以外の処遇改善状況，サービス種類別，経営主体別

（別添３）



介護事業実態調査（介護従事者処遇状況等調査）　結果表一覧
表番号

（R6処遇）
表タイトル

70 介護従事者等の平均給与額等（月給の者），職種別，勤務形態別

71 介護従事者等の平均給与額等（日給の者），職種別，勤務形態別

72 介護従事者等の平均給与額等（時給の者），職種別，勤務形態別

73 介護職員の平均給与額等（月給の者），サービス種類別，勤務形態別

74 介護職員の平均給与額等（日給の者），サービス種類別，勤務形態別

75 介護職員の平均給与額等（時給の者），サービス種類別，勤務形態別

76 介護職員の平均給与額等（時給・非常勤の者），サービス種類別，時給額階級別

77 介護職員の平均給与額等（月給・常勤の者），サービス種類別，規模別

78 介護職員の平均給与額等（日給・非常勤の者），サービス種類別，規模別

79 介護職員の平均給与額等（時給・非常勤の者），サービス種類別，規模別

80 介護職員の平均給与額等（月給・常勤の者），サービス種類別，経営主体別

81 介護職員の平均給与額等（日給・非常勤の者），サービス種類別，経営主体別

82 介護職員の平均給与額等（時給・非常勤の者），サービス種類別，経営主体別

83 介護職員の平均給与額等（月給・常勤の者），サービス種類別，職位別

84 介護職員の平均給与額等（日給・非常勤の者），サービス種類別，職位別

85 介護職員の平均給与額等（時給・非常勤の者），サービス種類別，職位別

86 介護職員の平均給与額等（月給・常勤の者），サービス種類別，勤続年数別

87 介護職員の平均給与額等（日給・非常勤の者），サービス種類別，勤続年数別

88 介護職員の平均給与額等（時給・非常勤の者），サービス種類別，勤続年数別

89 介護職員の平均給与額等（月給・常勤の者），サービス種類別，保有資格別

90 介護職員の平均給与額等（日給・非常勤の者），サービス種類別，保有資格別

91 介護職員の平均給与額等（時給・非常勤の者），サービス種類別，保有資格別

92 介護職員の平均給与額等（月給・常勤の者），サービス種類別，性・年齢階級別

93 介護職員の平均給与額等（日給・非常勤の者），サービス種類別，性・年齢階級別

94 介護職員の平均給与額等（時給・非常勤の者），サービス種類別，性・年齢階級別

95 介護従事者等の平均基本給額等（月給の者），職種別，勤務形態別

96 介護従事者等の平均基本給額等（日給の者），職種別，勤務形態別

97 介護従事者等の平均基本給額等（時給の者），職種別，勤務形態別

98 介護職員の平均基本給額等（月給の者），サービス種類別，勤務形態別

99 介護職員の平均基本給額等（日給の者），サービス種類別，勤務形態別

100 介護職員の平均基本給額等（時給の者），サービス種類別，勤務形態別

101 介護職員の平均基本給額等（月給・常勤の者），サービス種類別，勤続年数別

102 介護職員の平均基本給額等（日給・非常勤の者），サービス種類別，勤続年数別

103 介護職員の平均基本給額等（時給・非常勤の者），サービス種類別，勤続年数別

104 介護従事者の性別，職種別

105 介護従事者の年齢，職種別

106 介護従事者の勤続年数，職種別

107 介護従事者の勤務形態，職種別

108 介護従事者の雇用形態，職種別



令和３年度介護従事者処遇状況等調査の回収状況

客体数

① ②
オンライン
回答数

③
②／①

オンライン
回答率
③／①

④
有効
回答率
④／①

510 介護老人福祉施設 2,018 1,426 956 70.7% 47.4% 1,420 70.4%

520 介護老人保健施設 1,099 666 411 60.6% 37.4% 663 60.3%

530 介護療養型医療施設 145 73 40 50.3% 27.6% 73 50.3%

550 介護医療院 527 343 217 65.1% 41.2% 342 64.9%

110 訪問介護 1,440 893 438 62.0% 30.4% 875 60.8%

151 通所介護 1,849 1,204 636 65.1% 34.4% 1,175 63.5%

160 通所リハビリテーション 1,372 902 525 65.7% 38.3% 893 65.1%

330 特定施設入居者生活介護 995 648 422 65.1% 42.4% 642 64.5%

430 居宅介護支援 1,679 1,241 553 73.9% 32.9% 1,238 73.7%

320 認知症対応型共同生活介護 1,329 765 402 57.6% 30.2% 750 56.4%

730 小規模多機能型居宅介護 1,271 753 397 59.2% 31.2% 741 58.3%

13,724 8,914 4,997 65.0% 36.4% 8,812 64.2%

サービス

合計

回収数 回収率 有効回答数・率



令和４年度介護従事者処遇状況等調査の回収状況

客体数

① ②
オンライン
回答数

③
②／①

オンライン
回答率
③／①

④
有効
回答率
④／①

510 介護老人福祉施設 2,055 1,291 1,004 62.8% 48.9% 1,272 61.9%

520 介護老人保健施設 1,102 627 449 56.9% 40.7% 617 56.0%

530 介護療養型医療施設 119 62 37 52.1% 31.1% 61 51.3%

550 介護医療院 550 324 219 58.9% 39.8% 322 58.5%

110 訪問介護 1,480 927 567 62.6% 38.3% 902 60.9%

151 通所介護 1,870 1,151 725 61.6% 38.8% 1,108 59.3%

160 通所リハビリテーション 1,444 892 603 61.8% 41.8% 870 60.2%

330 特定施設入居者生活介護 1,035 668 505 64.5% 48.8% 658 63.6%

320 認知症対応型共同生活介護 1,324 780 492 58.9% 37.2% 759 57.3%

730 小規模多機能型居宅介護 1,284 738 482 57.5% 37.5% 715 55.7%

12,263 7,460 5,083 60.8% 41.4% 7,284 59.4%

サービス

回収数 回収率 有効回答数・率

合計
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令和 6年度介護事業実態調査（介護従事者処遇状況等調査） 

標本設計 
 

 

標本設計の考え方 

 本調査においては、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、訪問介

護、通所介護（地域密着型通所介護を含む）、通所リハビリテーション、特定施設入

居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護及び居宅介護

支援の指定を受けた事業所並びに当該事業所の介護従事者を母集団として、地域区

分別、定員（実利用者又は延べ利用者数）規模の区分別等に層化し、無作為抽出す

る。詳細は以下のとおり。 

 

１ 母集団 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、訪問介護、通所介護（地域

密着型通所介護を含む）、通所リハビリテーション、特定施設入居者生活介護、小規

模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護及び居宅介護支援の指定を受けた

事業所並びに当該事業所の介護従事者を母集団とする。 

なお、前回調査と同様に「介護保険総合データベース」（※）の情報を母集団名簿

とする。 
※ 平成 29年介護保険法改正において、要介護認定情報や介護サービス施設・事業所の

情報を含む介護レセプト情報等については、個人情報を匿名化した上で、市町村から

厚生労働省へ提供することが義務づけられた。 

 

２ 抽出方法 

抽出は事業所及び介護従事者を抽出単位とし、層化二段無作為抽出法により抽出

する。 

なお、事業所の記入負担に配慮し、事業所の抽出の際には、同一事業所番号・同

一電話番号・同一住所の事業所が、複数の介護サービスについて調査対象として抽

出されることがないような重複排除を行う。また、共生型サービス（※）を提供す

る障害福祉サービス事業所については、本調査票のほか、厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部が行う調査の調査票も送付される可能性があるため、調査対象から

除外する。そのほか、災害救助法の適用地域に所在する事業所についても、必要に

応じて調査対象から除外する。 
※ 障害福祉サービス事業所が提供する介護保険法の訪問介護、通所介護等のサービス 
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【レコード読込み】
初回は、先頭レコードを読込む。
２回目以降は次レコードを読込む。
（標本の抽出処理は、サービス・層別に１件ずつ処理を行う。）

【標本の抽出】

（1）抽出対象母集団名簿から対象データを抽出する。
　[抽出条件]
　　　　　サービス＝処理中のサービス
　AND　層＝処理中の層
　[ソート順] ランダム番号（昇順）
（2）上記（1）データの上から標本数分を標本名簿に追加する。
　※ただし、下記のチェックに該当する施設・事業所は
　　 標本としてカウントしない。

 【事業所重複チェック】
下記条件①～③のいずれかに該当する場合は、重複是正の観点
から、標本抽出における優先度を下げて対応する。

　[条件]
　①他サービスの標本名簿内に同一の事業所番号あり
　②他サービスの標本名簿内に同一の電話番号あり
　③他サービスの標本名簿内に同一の住所あり

【障害福祉サービス事業所の重複チェック】
共生型サービス（※）を提供する障害福祉サービス事業所について
は、調査対象として抽出されないようにする。

※障害福祉サービス事業所が提供する介護保険法の訪問介護、
通所介護等のサービス

処理 内容
●母集団名簿の整備を行う。

●サービス・層別の標本数を取得し、以下のソート順に並べておく。
【ソート順】
1．介護医療院
2．介護老人保健施設
3．特定施設入居者生活介護
4．小規模多機能型居宅介護
5．通所リハビリテーション
6．介護老人福祉施設
7．認知症対応型共同生活介護
8．訪問介護
9．居宅介護支援
10．通所介護（地域密着型通所介護を含む）

サービス・層別の標本数を取得する。
【ソート順】
1．介護医療院
2．介護老人保健施設
3．特定施設入居者生活介護
4．小規模多機能型居宅介護
5．通所リハビリテーション
6．介護老人福祉施設
7．認知症対応型共同生活介護
8．訪問介護
9．居宅介護支援
10．通所介護（地域密着型通所介護を含む）

レコード

読込み

開 始

終 了

母集団名簿
【介護DB】

サービス・層別

の標本数を取

得する

標本の抽出
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３ 層化基準 

層化基準は介護サービスの種類毎に以下のとおり定めている。 

 

サービス 層 
介護老人福祉施設 地域区分（８区分） 

×従来型・ユニット型の別（２区分） 
×定員階級（５区分） 

介護老人保健施設 地域区分（８区分） 
×従来型・ユニット型の別（２区分） 
×定員階級（４区分） 

介護医療院 地域区分（８区分） 
×従来型・ユニット型の別（２区分） 
×定員階級（４区分） 

訪問介護 地域区分（８区分） 
×実利用者数階級（４区分） 

通所介護（地域密着型通所介護

を含む） 
地域区分（８区分） 
×延べ利用者数階級（４区分） 

通所リハビリテーション 地域区分（８区分） 
×延べ利用者数階級（４区分） 

特定施設入居者生活介護 地域区分（８区分） 
×有料老人ホーム、ケアハウス、養護老

人ホームの別（３区分） 
小規模多機能型居宅介護 地域区分（８区分） 

×実利用者数階級（４区分） 
認知症対応型共同生活介護 地域区分（８区分） 

×実利用者数階級（４区分） 
居宅介護支援 地域区分（８区分） 

×実利用者数階級（４区分） 
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４ 目標精度・標本数 

本調査においては、職種別の平均給与額の把握、特に介護職員の平均給与額の把

握が重要であることから、各職種の令和 6 年 9 月分の給与（手当・一時金を含む）

の平均値について、標準誤差率が職種別に次のとおりとなるように設定する。 

 

職種 目標精度 

介護職員（注） 標準誤差率 1％以内 

看護職員 標準誤差率 2％程度 

生活相談員・支援相談員 標準誤差率 2％程度 

PT・OT・ST又は機能訓練指導員 標準誤差率 2％程度 

介護支援専門員 標準誤差率 2％程度 

栄養士・管理栄養士 標準誤差率 2％程度 

調理員 標準誤差率 2％程度 

事務職員 標準誤差率 2％程度 

（注）訪問介護員及びサービス提供責任者を含む 
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なお、平均値の標準誤差率は、次の式で推定を行う。 
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：従事者票を用いた平均の推定値 
L：調査対象施設・事業所の抽出の際に設定した層の数 
Mh：第 h 層における母集団施設・事業所数 
mh：第 h 層における有効回答施設・事業所数 
Nhi：第 h 層における i 番目の施設・事業所の全従事者数 
nhi：第 h 層における i 番目の施設・事業所が従事者票に記入した従事者数 
Xhij：第 h 層における i 番目の施設・事業所内 j 番目の従事者の調査結果 
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e：従事者票を用いた平均の推定値の標準誤差率 
√𝑉𝑉：従事者票を用いた平均の推定値の標準誤差 
X
－

：従事者票を用いた平均の推定値 
L：調査対象施設・事業所の抽出の際に設定した層の数 
Mh：第 h 層における母集団施設・事業所数 
M：母集団施設・事業所数 
mh：第 h 層における有効回答施設・事業所数 
Nhi：第 h 層における i 番目の施設・事業所の全従事者数 
nhi：第 h 層における i 番目の施設・事業所が従事者票に記入した従事者数 
Xhij：第 h 層における i 番目の施設・事業所内 j 番目の従事者の調査結果 
T
－

x：施設・事業所内における調査結果合計値の１施設・事業所あたり平均 
Var(Txh)：第 h 層における施設・事業所内の調査結果合計値の分散 
N
－

：１施設・事業所あたり平均従事者数 
Cov(Txh, Nh)：第 h 層における施設・事業所内の調査結果合計値と従事者数の共分散 
Var(Nh)：第 h 層における施設・事業所内の全従事者数の分散 
Var(Xhi)：第 h 層における i 番目の施設・事業所内の調査結果の分散 
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 層別の標本配置については、比例配分を原則とし、層別の最低標本数は５を原則

として設定し、前回調査（居宅介護支援は令和 3年度調査）において十分な回収が

得られなかった層については最低標本数を 10として設定した。 

 

 上記に基づいて算出した標本数等は以下のとおりである。 

サービス 今回調査 前回調査 

母集団 標本数 母集団 標本数 

介護老人福祉施設 約 7,990 約 2,070 7,921 2,056 
介護老人保健施設 約 4,020 約 1,090 4,086 1,107 
介護医療院 約 700 約 700 551 551 
訪問介護 約 28,880 約 1,460 29,579 1,496  
通所介護（地域密着型通所

介護を含む） 約 36,700 約 1,850 37,445 1,888 

通所リハビリテーション 約 7,000 約 1,420 7,154 1,453 
特定施設入居者生活介護 約 5,350 約 1,100 5,051 1,038 
小規模多機能型居宅介護 約 5,020 約 1,290 5,076 1,292 
認知症対応型共同生活介護 約 12,910 約 1,330 13,036 1,332 
居宅介護支援 約 32,550 約 1,640 33,618※ 1,695※ 

※前回調査は臨時調査のため居宅介護支援が調査対象外となっていたことから、令和 3 年度調

査の数値を記載している。 

 

なお、施設・事業所内の介護従事者の抽出率は、施設・事業所の記入負担に配慮

し、前回調査（居宅介護支援は令和 3年度調査）と同様の抽出率とする。 

また、目標精度達成のため、回収率は 65％を目標として標本設計を行っている。 

 

（参考）前回調査及び令和 3年度調査の達成精度 

職種 
標準誤差率 

前回調査 令和 3年度調査 

介護職員（注） 0.9％ 0.8％ 

看護職員 1.6％ 1.4％ 

生活相談員・支援相談員 1.4％ 1.0％ 

PT・OT・ST又は機能訓練指導員 4.3％ 3.8％ 

介護支援専門員 1.3％ 0.9％ 

栄養士・管理栄養士 1.7％ 0.9％ 

調理員 3.2％ 3.0％ 

事務職員 1.5％ 1.2％ 

（注）訪問介護員及びサービス提供責任者を含む 




